
執行機関
XⅡ 執行機関
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資料 :特別区人事委員会『平成15年 4月 1日現在 特別区職員の構成』
注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核体養者」「育児休業中の職員、公務 。通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい
ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

2.( )内は、女性の職員数で内数である。
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執行機関

(単位 :人、%)(平成15年 4月 1日現在)
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執行機関

(1)職種別職員数 (その 2) (単位 :人、%)(平成15年 4月 1日現在)

資料 :特別区人事委員会『平成15年 4月 1日現在 特別区職員の構成』
注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核休養者」「育児体業中の職員、公務・通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい
ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。

2.( )内は、女性の職員数で内数である。
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執行機関

(2)職層別職員数 (その 1) (単位 :人、%)(平成15年 4月 1日現在)

資料 :特別区人事委員会『平成15年 4月 1日現在 特別区職員の構成』

注 :1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務 。通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されていな

い他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。
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(2)職種別職員数 (その2)
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資料
注

特別区人事委員会『平成15年 4月 1日現在 特別区職員の構成』
1.一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「組合専従者」「都職員、清掃事業移管に伴う派遣職員」

「休職者、結核休養者」「育児休業中の職員、公務 。通勤災害休業中の職員」「区から給与が支給されてい

ない他団体等への派遣職員」「海外派遣中の職員」は含まれていない。
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執行機関

(単位 :人、%)(平成15年 4月 1日現在)

主任主事

24,463      37.9    13,038      20.2     1,372       2.1       564       0.9    12,693      19.7

事
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18.4

21.2

18
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28.2
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28

17
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1.0

1.7

18.6

17.2

8.1

865

1,068

1,188

42.5

38.8

45.7

22.3

19.1

13.3

0.9
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区 分

区 名

平
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１０
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平 成 15年

数 対前年比

人

の

回

１

り

員

た

職

当

人

総   数

田

央

代
　
　
港

千

中

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

任
叩
　

＝
＝

合
バ
　

ー
ノ

レ

し
■
月

一月

葛

江

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

78,161     77,739     80,777     79,723     78,733     77,033   △ 1,700      104.9

ワ
ー
　
　
ク
ー
　
　
●
０

９
々
　
　
И
■
　
　
貪
υ

民
υ
　
　

ｎ
５
）
　

０
０

ｒ
０

　
　
７

，
　
　

１
１

７
‥
　
　
ｒ
Ｏ

　
　
″
′

０
０
　
　
１
■
　
　

０
０

ヮ
ー
　
　
ス
ｉ
　

　

ｎ
υ

７
‘
　
　
Ｏ
υ
　
　

ｌ

Ｑ
Ｏ
　
　
ワ
ｌ
　
　
ｏ
ё

一

　

一　

　

一
　

　

　

８８

　

５〇

　

一
　

　

　

８〇

　

一
　

７４

１
■
　
　

０
０

△
　
△

△
　
△
　
△

０〇

　

一
　

５４

　

　

　

６４

　

一
　

６７

　

　

　

００

，
ι
　
　

Ｕ^

・　
　

７
′

И
仕
　
　

Ｘ^
）

　

ｒ
０

△
　
△

ｌ

　

　

ｏ
Ｏ
　
　

，
０

′
ｔ
　

　

ｎ
り
一　

　

ｎ
０

●
０

　

　

，
●
　

　

ｏ
４

△
　
　
　
△

民
υ
　

　

ｌ

　

　

０
０

Ａ
υ
　
　
ｎ
Ｖ
　
　

И
牛
・

９

″
　
　
０
０

　
　
″
■

△
　
　
　
△

Ｑ
υ

　

Ｏ

υ
　

■
０

只

υ
　

４

・
　

″
′

８

υ
　

，

″
　

″
′

９

一
　

　

〇
〇
　
　

１
１

△

　

　

　

△

７
１
　
　
●
０
　

　

０
０

０
０
　
　
Ｆ
Ｏ
　

　

ｏ
０

４

・
　

ｒ
０

　

４
■

△民
υ
　
　
″
′

０
０
　
　
／
■

０
４
　
　
ｎ
υ
　
　
ワ
ー

И
■
　
　
Ｑ
υ
　
　
Ｆ
０

０
４
　
　

И
■
　
　
●
０

０
０
　
　
●
ろ
　
　
ワ
ー

●
Ｏ
　
　
ｎ
ｈ
）
　

ｎ
υ

ｎ

ｖ
　
　
ｎ
υ
　
　
ｏ
６

０
）
　

Ｏ
υ
　

・４

，
●
　
　
●
０
　
　
４
牛

Ｑ
υ
　
　
メ
サ
　
　
Ｑ
０

９
″
　
　
う
０

　
　
１

う
０
　
　
ワ
ー
　
　
●
０

メ
ｔ
　
　
ｒ
Ｄ

　
　

・４
・

民
υ
　
　
７
′

Ｑ
υ
　

′
４

”
仕
　
　

Ｘ^
）
　

民
υ

И
■
　

　

■
υ
　
　

ｏ
０

０
０
　

　

″
′

　
　

＾
０

０
０
　

　

，
“
　

　

０
４

И
守
　
　
ｏ
Ｏ

　
　

ハＵ

，

口
　
　
０
０
　
　

０
０

ｎ
Ｖ
　
　
И
仕
　
　
０
０

Ａ
υ
　
　
ｎ
Ｘ
）
　

う
０

７
‥
　
　
１
１
　
　
ワ
′

，

″
　

ｎ
Ｏ

　

■
４

０
０
　
　
４

・
　
　
ハ
υ

，
０
　
　
０
６
　
　
ｏ
０

Ｆ
Ｏ
　
　
Ｆ
Ｏ
　
　
月
■

メ
４
　
　
７
′
　
　
ｏ
０

五
‘
　

ｒＤ

　

′
４
¨

ｎ
ｖ
　
　
ワ
ー

′
■
　
　
′
■

０
‘
　
　
ｎ
Ｕ
　
　
″
′

И
サ
　
　
０
０
　
　
ｒ
０

Ｑ
υ
　
　

，
一
　
　

〇
４
］

０
０
　
　

０
●
　
　
０
４
一

И
■
　
　
０
４
　
　
ｎ
υ

民
υ
　
　

К^
υ
　
　
０
０

０
４
　
　
０
０
　
　
Ｑ
υ

ｎ

ｖ
　
　
Ｑ
０
　
　
０
０

民
υ
　
　
ワ
ー
　
　
●
０

Ｑ
Ｏ
　
　

，
●
　
　
ワ
ー

，
“
　
　
０
０
　
　

´
■

０
０
　
　
”
■
　
　
０
０

，
一
　
　
民
υ
　
　
ウ
′

民
υ
　
　
ワ
′
　
　
″
■

′
，

　
　
Ｆ
Ｏ

　
　
■
４

ｎ
υ
　
　
７
‘

４
‘
　

，４

′
■
　
　

１
■

　

ハ
υ

И
■
　
　

０
０
　

　

，
０

″
′
　
　
Ｑ
υ
　
　
罠
υ

り
Ｏ
　
　
ｎ
Ｘ
）
　
　
１

９

一
　
　

り
０
　
　

●
０

ワ
ー
　
　
ハ
ｈ
）
　

ｎ
υ

′
■
　
　
ｒ
Ｏ
　
　
■
４

１
■
　
　
”
４
　
　
″
′

ｏ
Ｏ
　
　
ｏ
０
　
　
４
４

，
“
　

ｎ
６

　

■
４

Ｑ
Ｏ
　
　

′
４

　̈
　

０
０

ｎ
υ
　
　
４

・
　
　
虔
υ

ｌ
ｌ
　
　
４

．
　
　
１
１

′
■
　
　

ｒ
Ｏ

　

　

И
４
．

ｎ
υ
・　
　
０
０

０
０
　
　
′

，

И
■
　
　
１
■
　
　
ｎ
υ

И
サ
　
　
只
υ
　
　

，
０

員
υ
　
　
民
υ
　
　
ａ
υ

●
０
　

　

０
４
一　
　

０
乙

０
４
　
　
０
０
　
　
●
ι

И
仕
　
　
（Ｘ
）
　

０
４

０
４
　
　
り
０
　
　
●
０

ワ
ー
　
　
マ
′
　
　
Ａ
υ

И
，

　
　
Ｆ
Ｏ

　
　

■
４

１

　
　
′
■
　
　

η
′

０
０
　
　

０
０
　

　

″
十
．

９

“
　
　
う
０
　

　

メ
４
．

Ｑ
υ
　
　
′
■
　
　
●
０

９
一
　
　

●
０

　

　

１
１

И
仕
　
　
И
サ
　
　

Ｆ
０

，
●
　
　
И
■
　
　

つ
‘

И
■
　
　
ｒ
Ｏ

　
　

・４
．

ｎ
υ
・　
　
つ
０

０
０
　
　
И
ｉ

執行機関

(3)職員数の推移 (各年 4月 1日現在)

資料 :特別区人事 。厚生事務組合人事企画部資料による。
注 :1.各区の定数条例による数値である。

2.「職員 1人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、平成15年 1月 1日 現在の住民基本台帳人口を用いた。
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執行機関

(平成15年 4月 1日 現在)

83.行政機関及び附属機関

(1)行政委員会及び委員数

区 分

区 名

教育委員会

選 挙 管 理

委 員 会

監 査 委 員

=LL口 |

農業委員会

総   数
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資料 :各区資料による。



執行機関

(2)附属機関及び委員数 (そ の 1)

312 114 1181,082
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13
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資料 :各区資料による。
注 :1.地方自治法第138条の 4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。
3.[建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。
4.会の名称は、区により異なることがある。

区 分

区 名

防災会議

民生委員

推せん会

公害健康

被害認定

審 査 会

保 健 所

運  営

協 議 会

結核診査

協 議 会

国民健康

保険運営

協 議 会

建韓整会

総   数
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代
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台
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谷
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島

　

川

　

橋

馬

立

葛

江 戸

飾

川
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青 少 年

問  題

協 議 会

876 120 136 118 451

執行機関

(平成15年 4月 1日 現在)
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都市計画
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大気汚染

障 害 者

認定委員会
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被害補償

診療報酬
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執行機関

(2)附属機関及び委員数 (その2)

316 5,701

そ の 他 の 附

131 文化財保護審議会(6)社会教育委員(6)建築紛争調停委員会(3)

介護認定審査会(30)介護保険運営協議会(22)景観まちづくり審議会(17)

122情報公開・個人情報保護審議会(17)情報公開・個人情報保護審査会(4)

145情報公開運営審議会(14)個人情報保護運営審議会(10)情報公開・個人情報保護審査会(5)

建築紛争調停委員会(3)介護認定審査会(60)感染症の審査に関する協議会(6)環境審議会(13)

320文化財保護審議会(10)区民の声委員会(3)情報公開・個人情報保護審査会(5)

情報公開・個人情報保護審議会(15)名 誉区民選定委員会(7)住居表示審議会(25)

介護認定審査会(109)障害者施策推進協議会(28)感染症診査協議会(5)

178情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(8)表彰審査会(20)

奨学生選考委員会(7)文化財保護審議会(8)建築紛争調停委員会(3)

68奨学資金貸付選考委員会(9)社会教育委員(9)文化財保護審議会(8)建築紛争調停委員会(4)

情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(8)情報公開及び個人情報保護審査会(5)

81 行財政改革推進委員会(16)情報公開及び個人情報保護審査会(5)

情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会(10)介護保険事業運営協議会(24)

106 生活安全対策協議会(17)情報公開審議会(3)個人情報保護審議会(3)地域振興会理事会(10)

地域振興会評議員会(16)感染症の診査に関する協議会(6)建築紛争調停委員会(4)

235建築紛争調停委員会(4)社会教育委員(10)文化財保護審議会(10)情報公開等審議会(3)

表彰審査会(10)奨学金運営委員会(10)交通安全対策会議(25)介護認定審査会(40)

236情報公開・個人情報保護審議会(20)情報公開・個人情報保護審査会(3)名誉区民選定委員会
目黒区議会会派等政務調査費審議会 男女平等・共同参画オンブーズ(2)

男女平等・共同参画審議会(15)地域福祉審議会(24)地域保健協議会(26)

365福祉オンプズマン(4)中小企業融資あっせん審査会(8)奨学金貸付審議会(12)

介護認定審査会(284)感染症の診査に関する協議会(9)建築紛争調停委員会(4)

577情報公開・個人情報保護審議会(20)情報公開・個人情報保護審査会(5)消防団運営委員会(18)

世田谷美術館美術品等収集委員会(6)世田谷文学館文学資料等収集委員会(5)

消費生活審議会(16)環境審議会(20)中小商工業振興対策委員会(17)農業振興対策委員会(20)

清掃・リサイクル審議会(20)介護認定審査会(226)地域保健福祉審議会(20)

276個人情報の保護及び情報公開審議会(18)個人情報の保護及び情報公開審査会(5)

平和・国際都市渋谷の日事業推進協議会(38)特定商業施設立地調整審議会(5)

介護保険利用者権利保護委員会(5)介護保険運営協議会(20)介護認定審査会(66)

323情報公開審査会(5)個人情報保護審議会(5)保健福祉審議会(20)福祉サービス苦情調整委員(3)

建築紛争調停委員会(5)社会教育委員(7)文化財保護審議会(8)食品安全委員会
住宅政策審議会 自転車等駐車対策協議会(19)感染症診査協議会(9)

283情報公開・個人情報保護審査会(3)情報公開・個人情報保護審議会(20)介護認定審査会(119)

介護保険運営協議会(22)感染症の診査に関する協議会(8)環境審議会(15)清掃審議会(15)

自転車等駐車対策協議会(24)建築紛争調停委員会(6)文化財保護審議会(9)

422 行政情報公開・個人情報保護審議会(14)行政情報公開・個人情報保護審査会(5)

基本構想審議会(21)争訟事務会議 表彰審査会(15)男女共同参画推進会議(15)

苦情処理委員(2)消防団運営委員会(17)リ サイクル・清掃審議会(24)

さわやかな街づくり推進チーム(14)福祉ホーム運営委員会(16)

373政治倫理審査会(5)情報公開・個人情報保護救済委員会(5)

情報公開・個人情報保護制度運営審議会(18)中小企業従業員退職金等共済運営審議会(14)

消防団運営委員会(18)資源循環推進審議会(19)緑化推進審議会(15)障害者施策推進協議会(33)

128個人情報保護運営審議会(9)情報公開・個人情報審査会(5)建築紛争調停委員会(6)

住宅対策審議会(13)文化財保護審議会(7)清掃審議会(15)介護認定審査会(60)

325情報公開及び個人情報保護審議会(18)情報公開及び個人情報保護審査会(5)

表彰審査会(13)生活安全協議会(28)住宅対策審議会(17)感染症診査協議会(9)

122情報公開及び個人情報保護審査会(5)情報公開及び個人情報保護運営審議会(22)

自転車駐車対策協議会(20)緑化委員会(25)文化財保護審議会(8)公民館運営審議会(20)

399基本構想審議会(43)情報公開・個人情報保護審査会(6)情報公開・個人情報保護審議会(24)

介護認定審査会(187)地域保健福祉推進協議会(50)福祉サービス苦情等解決委員会(6)

292個人情報保護委員会(11)個人情報保護審査会(5)情報公開運営委員会(14)情報公開審査会(5)

介護保険事業審議会(29)介護認定審査会(173)福祉サービス苦情調停委員(4)

194情報公開及び個人情報保護審査会(5)葛西沖開発審議会(6)建築紛争調停委員会(3)

廃棄物減量等推進審議会(15)介護認定審査会(116)

10

9

8

11

16

19

13

27

16

19

15

18

資料 :各区資料による。
注 :1.地方自治法第138条の 4第 3項及び第202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。
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執行機関

(平成15年 4月 1日現在)

属    機 関 の
ズ′
イコ 称 (順 不 同)

情報公開・個人情報保護審査会(4)個人情報保護審議会(10)住居表示審議会(20)感染症審査協議会(7)

一般廃棄物減量等推進審議会(6)

介護認定審査会(60)地域精神保健福祉連絡協議会(17)保健所感染症診査協議会(6)文化財保護審議会(8)スポーツ振興審議会(10)

中小企業振興審議会(15)社会教育委員(10)文化財保護審議会(9)

リサイクル清掃審議会(25)環境審議会(16)み どりの推進審議会(19)住宅まちづくり審議会(20)建築紛争調停委員会(5)

景観まちづくり審議会(18)社会教育委員(10)

消防団運営委員会(15)介護認定審査会(67)景観審議会(20)住宅政策審議会(23)

廃棄物総合政策会議(7)

感染症診査協議会(3)みどりの審議会(10)景観審議会(12)

感染症診査協議会(6)建築紛争調停委員会(4)学童災害共済審査会(9)文化財保護審議会(7)

奨学資金貸付審査会(13)都市景観審議会(14)文化財保護審議会(6)環境審議会(14)

介護保険制度推進委員会(17)感染症診査協議会(9)廃棄物減量等推進審議会(14)生活安全協議会(26)消防団運営委員会(18)

精神保健福祉連絡協議会(16)外部評価委員会(11)環境基本計画・行動計画策定懇談会(12)

保健福祉サービス苦情調整委員(3)感染症診査協議会(6)介護認定委員会(56)

建築紛争調停委員会(4)住宅政策審議会(15)環境審議会(21)廃棄物減量審 議会(27)社会教育委員(7)文化財保護審議会(7)

施設建設紛争調整委員会 長期計画審議会

区営住宅高額所得者審査会(5)環境美化審議会(5)スポーツ振興審議会(8)文化財保護審議会(8)郷土博物館運営協議会(6)

公文書開示・個人情報保護審査会(3)公文書開示・個人情報保護審議会(9)

保健福祉サービス苦情審査会(5)感染症の診査に関する協議会(17)

予防接種健康被害調査委員会(8)風景づくり委員会(5)福祉的環境整備審議会(19)

建築紛争調停委員会(4)自転車等駐車対策協議会(20)住宅委員会(14)区営住宅高額所得者審査会(3)社会教育委員の会議(10)

文化財保護審議会(12)郷土資料館運営委員会(10)池之上青少年会館運営委員会(17)ス ポーツ振興審議会(20)基本計画審議会(20)

青少年育成審議会(9)安全安心まちづくり協議会(45)建築紛争調停委員会(5)住環境整備審議会(3)ダイオキシン問題等審議会(6)

清掃・リサイクル審議会(28)奨学資金運営委員会(12)文化財保護審議会(5)感染症診査協議会(6)

廃棄物減量等推進協議会(18)介護認定審査会(170)介護保険運営協議会(20)基本構想審議会(20)環境審議会 男女平等専門委員会(3)

産業まちづくり調査会(6)建築審査会(5)

特定商業施設の出店及び営業に伴う住宅地環境審議会(5)図書館協議会(8)社会教育委員の会議(8)郷土博物館運営協議会(11)

杉並名誉区民審議会(10)

知的障害者グループホーム運営委員会(9)知的障害者援護施設入所調整会議(15)介護保険事業推進会議(24)介護認定審査会(120)

感染症診査協議会(8)子ども虐待防止連絡会議(29)アメニティ形成審議会(14)防災都市づくり推進連絡会(18)住宅対策審議会(20)

建築紛争調停委員会(6)文化財保護審議会(6)社会教育委員会議(10)

感染症審査協議会(6)介護認定審査会(124)介護保険運営協議会(20)都市景観づくり審議会(20)中高層建築物紛争調停委員会(3)

奨学資金貸付審査会(11)文化財保護審議会(8)飛鳥山博物館運営協議会(10)

介護保険運営協議会(20)区立学校適正規模等審議会(24)

感染症審査協議会(6)社会教育委員(7)

保健福祉オンブズマン(3〉 バリアフリー推進協議会(18)介護認定審査会(127)資源環境審議会(26)建築紛争調整委員会(6)

文化財保護審議会(9)美術館運営協議会(9)ボ ランティア活動推進協議会(20)消防団運営委員会(17)

美術館運営協議会(17)建築紛争調停委員会(5)

感染症の診査に関する協議会(8)環境審議会(15)土地区画整理審議会(10)建築紛争調停委員会(4)住宅政策審議会(20)

社会教育委員(10)育英資金貸付審議会(10)文化財保護審議会(6)

感染症の診査に関する協議会(6)建築紛争調停委員会(5)学校保健委員会(19)社会教育委員の会議(8)文化財保護審議会(5)

郷土と天文の博物館運営協議会(8)

東京都市計画事業瑞江駅北部土地区画整理審議会(10)東京都市計画事業平井7丁 目北部土地区画整理審議会(9)

(10)奨学生選考委員会(20)

3.附属機関の「区名」の名称は省略した。

4.機関により任期満了等に伴い委員が不在の時は、機関名のみを記載した。
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